
年 第 回

(説明のために出席した職員）
学務課長 矢島　柾仁 指導主事 多田　陽一
学務課長補佐 根岸さゆり 指導主事
生涯学習課長 篠崎　潔

　(1) 教育長報告

　(2) 学務課長報告

　(3) 生涯学習課長報告

　(4) 指導主事報告

５　議　事

　第21号議案　神川町教育委員会管内教職員の人事に関する内申について

次　　第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神川町役場2階会議室

令和元年第9回神川町定例教育委員会次第

２　前回会議録の承認について

４　教育委員会報告

　　・児玉地区教育委員会連合会第２回研修会日程調整について

３　教育長あいさつ

令和元年10月24日

６　その他

令 和 元 9

定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

神 川 町 教 育 委 員 会

招 集 年 月 日 招 集 者

開 催 年 月 日 開 催 場 所

教 育 長 福 嶋 慶 治

神川町役場２階会議室

令和元年10月8日

令和元年10月24日

午 後 3 時 00 分

議　　　長

○

○竹 内 守

4

教育長　福嶋慶治

2

出　欠

西 村 享

午 後 3 時 55 分

教 育 長 福 嶋 慶 治開 議 時 刻 及 び 宣 言 者

閉 議 時 刻 及 び 宣 言 者

○川 野 順 也

委
員
出
席
状
況

1

3

髙田　真清

１　開　会　　　　　

教 育 長 福 嶋 慶 治

氏　　　　　名 氏　　　　　名

　第22号議案　区域外就学の承認について

○中 島 と も 代

○　×
出　欠
○　×



　　○第10回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和元年11月21日（木）　午後3時

　　　会　場　神川町役場2階会議室

・第22号議案　議案書

1 開　会

2

3

4

③　生涯学習課長が行事予定表と町民文化祭について報告を行った。

④　指導主事が「令和2年度当初教職員人事事務処理日程」、「町内小学6年生

5

指導主事

課長補佐

　（指導主事より議案書に基づいて説明が行われた。）

　（課長補佐より議案書に基づいて説明が行われた。）

議長(教育長)

教育委員会報告

議長(教育長)

議長(教育長)

委員全員

議長(教育長)

議長(教育長)

　質疑に入ります。何かご質問はありませんか。

　第21号議案を承認することでご異議ありませんか。

　異議なし。

　異議ありませんので、第21号議案は承認されました。

　第22号議案　区域外就学の承認について

事務局より説明をお願いします。

委員全員 　なし。

議長(教育長)

　次　　第

添付資料

学務課長

承認について

７　次回以降の定例教育委員会等の日程について

　　○第11回神川町定例教育委員会

　　　日　時　令和元年　月　日（　）　午後　時

　　　会　場　神川町役場2階会議室

・学務課長報告資料

・指導主事報告資料

前回会議録の

　令和元年第9回定例教育委員会の開会を宣言する。

　第21号議案　神川町教育委員会管内の人事に関する内申について

事務局より説明をお願いします。

・第21号議案　議案書

　前回会議録の署名をいただき、その後承認を得る。

８　閉　会

・教育長報告資料

　　交流ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室」、「新人戦予選の結果」について報告を行った。

①　教育長が「教育委員会管内教諭不祥事」について報告を行った。

・生涯学習課長報告資料

議　事

②　学務課長が行事予定表に基づき報告を行い、根岸課長補佐より「神川町私

　　立幼稚園等副食費の補足給付に関する規則」について報告が行われた。

　教育長が挨拶をする。

教育長あいさつ

委員全員

議長(教育長)

　質疑に入ります。何かご質問はありませんか。

　なし。

　第20号議案を承認することでご異議ありませんか。



6

7

○第10回定例教育委員会

　　・日　時　令和元年11月21日（木）　午後3時

　　・会　場　神川町役場2階会議室

○第11回定例教育委員会

　　・日　時　令和元年12月19日（木）　午後4時

　　・会　場　神川町役場2階会議室

8 閉　会

　異議ありませんので、第22号議案は承認されました。

委員会より依頼がありました。委員の皆様の都合の悪い日を記入して提出した

　児玉地区教育委員会連合会第2回研修会の日程調整につきまして、上里町教育

　について

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

令和元年11月21日

　上記会議録に相違がないことを署名する。

　教育委員

　教育委員

　教育委員

　教育長職務代理者

学務課長 　第9回神川町定例教育委員会の閉会を宣言する。

議長(教育長)

その他

学務課長

学務課長

次回定例教育

委員会等の日程 　協議の結果、次のとおり決定する。


